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※ 帰国後、治療を受けた本人が申請をしてください。 

※ 診療日現在に 飾区国民健康保険の資格があることが必要です。 

 

１ 海外療養費は、日本国内に住所のある方が海外旅行などで短期間渡航した 

ときの制度です。長期間日本国外に居住する場合の制度ではありません。 

 飾区国民健康保険の資格を有する方が、渡航中に治療を受けた場合は、 

  日本に帰国してから、海外療養費の申請をすることができます。 

２ 海外療養費として払い戻される金額は、日本国内で治療を受けた場合の保 

険診療の基準額と、実際に海外で支払った金額を比較して算定されます。 

３ 日本で健康保険が適用される治療に限ります。 

  また、治療目的で渡航した場合は、対象になりません。 

 

４ 手続きに必要なもの 

 ①診療内容明細書（医師が記入した原本）Form Ａ 

 ②邦訳Ａ（①の２，６，７の日本語訳） 

 ③領収書の原本 

 ④領収明細書（病院・医師等が記入した原本）Form Ｂ 

 ⑤邦訳Ｂ（④の１２の日本語訳） 

 ⑥保険証 

 ⑦世帯主の振込口座のわかるもの（日本国内の金融機関のみ） 

 ⑧調査に係わる同意書（本人の自筆） 

 ⑨治療を受けた被保険者のパスポートの原本（治療期間に日本にいなかった

こと、及び治療後に日本に帰国していることがわかるもの） 

   ※出入国時にパスポートに押されるスタンプで日本に帰国されているこ

とを確認します。自動化ゲート等を利用したためにスタンプが省略され

ている方は、確認資料として以下のいずれかを追加でご提出ください。 

    ・日本を出国、日本に帰国した時の航空機への搭乗券の半券など 

    ・航空会社が発行する搭乗証明書など 

    ・法務省の出入国管理記録 

    また、自動化ゲート等を利用する方でも、通過時に職員に申し出いた

だくことでパスポートにスタンプをもらうことができます。（法務省ホー

ムページより） 

 

次ページに続きます 
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５ Form Ａは担当医師に、Form Ｂは病院や担当医師から、証明をもらって

ください。また、各月ごと、入院・外来・医療機関ごとにつき１枚ずつ必

要になります。 

 例：４月に外来患者として通院し、月の中途で入院、５月に退院した場合 

⇒４月外来分１枚、４月と５月の入院分２枚が必要になります。 

６ Form Ａの２，６，７と Form Ｂの１２については、日本語訳を付し、訳 

者の住所・氏名・電話番号を記入してください。訳者が本人の場合も同様

です。 

７ 直接海外送金は行いません。帰国後に、療養を受けた本人が申請をしてく

ださい。 

８ 海外療養費の申請は、海外で診療を受けた日の翌日から２年を経過すると

時効により請求できなくなりますのでご注意ください。 

 

必要な書類がすべてそろいましたら、区役所３階３１５番窓口（国保年金課 

給付係）までお越しください。 

 

 

問い合わせ先  飾区 国保年金課 給付係 電話５６５４－８２１２（直通） 


















